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土浦市建設工事特記仕様書 
 

土浦市が発注する建設工事（以下「工事」という。）の施工については，工種毎の共

通仕様書及び各課の標準仕様書等により行うこと。 

また，当該仕様書に不足する事項については，下記のとおり，土浦市建設工事特記

仕様書として指示するので，これに基づき施工すること。 

 

                  記 

 

１ 施工体制の確保 

請負者は，次のとおり，適切な施工体制の確保及び適切な人員配置を行うこと。 

（１）施工体制台帳及び施工体系図の整備 

ア 発注者から直接請け負った公共工事を施行するために下請契約を締結する場

合には，下請金額にかかわらず施工体制台帳及び施工体系図の整備を行うこと。

（平成３１年４月建設工事必携による） 

また，契約締結後は，これらと同一のものを速やかに監督員に提出すること。 

  イ 施工体制台帳には，下請業者が実施する工事内容を記載するとともに，下請

業者との契約書又は請書の写しを添付すること。 

ウ 施工体制台帳は，現場に備え付けておくとともに，施工体系図は，工事現場

の見やすい場所に掲示しておくこと。 

エ 施工体制台帳及び施工体制図に変更が生じた場合は，速やかに監督員に提出

すること。 

（２）建設業許可標識 

建設業許可を受けたことを示す標識を，現場の見やすい場所に掲示し，主任（監

理）技術者を正しく記載すること。 

（３）労災保険関係成立票 

労災保険関係成立票を，現場の見やすい場所に掲示すること。 

（４）建設業退職金共済制度 

ア 請負金額が 500 万円以上の工事の請負者は，独立行政法人勤労者退職金共済

機構（以下「共済機構」という。）の建設業退職金共済制度に加入すること。 

イ 契約締結後３０日以内に，共済機構から建設業退職金共済証紙の配布を受け，

監督員に所定の様式（県様式）により報告すること。 

ウ 「建設業退職金共済制度適用事業主工事現場」の標識を，現場の見やすい場

所に掲示すること。 

（５）現場代理人 
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ア 現場代理人は，現場に常駐し，現場の運営，取締り及び監督員と連絡調整等

を行うこと。 

イ 現場代理人の身分を証明するもの｛運転免許証と直接かつ恒常的な雇用関係

にあることを証明する書類（健康保険証又は源泉徴収票）｝の写しを，監督員に

提出すること。 

（６）主任（監理）技術者 

ア 主任（監理）技術者の身分を証明するもの｛運転免許証と直接かつ恒常的な

雇用関係にあることを証明する書類（健康保険証又は源泉徴収票）｝の写しを，

監督員に提出すること。 

イ 監理技術者を置く必要のある工事については，監理技術者は，監理技術者の

資格者証を監督員に提示し，確認を求めること。 

ウ 請負金額が 3,500 万円以上の工事においては，専任とする。 

  ここでいう専任とは，他の工事現場に係る職務を兼任せず，常時継続的に当

該工事現場に係る職務にのみ従事することを意味するものであり，必ずしも当

該工事現場への常駐（現場施工の稼働中，特別な理由がある場合を除き，常時

継続的に当該工事現場に滞在していること）を必要とするものではない。ただ

し，技術研鑽のための研修・講習・試験等で監理技術者等が短期間現場を離れ

ることについては，適切な施工ができる体制を確保するとともに，その体制に

ついて元請の管理技術者等の場合は発注者，下請けの主任技術者の場合は元請

または上位の下請けの了承を得ることを前提とする。 

（７）作業主任者 

労働災害を防止するための管理を必要とする作業で，政令で定めるものについ

ては，作業区分に応じて作業主任者を選任し，その者に当該作業に従事する労働

者の指揮等を行わせること。 

 

２ 建設副産物 

（１）再生資源利用計画書等 

ア 請負者は，工事の施工に当たり，「茨城県建設リサイクルガイドライン」（平

成１４年３月 茨城県土木部制定）に基づき，再生資源利用計画書及び再生資

源利用促進計画書を作成し，施工計画書に添えて監督員に提出すること。 

イ 請負者は，工事竣工時に，再生資源利用実施書，再生資源利用促進実施書及

び実態調査用 CD（国土交通省の「建設リサイクルデータ統合システム」を使

用のこと。）を作成し，監督員に竣工書類として 1 部提出すること。 

ウ 請負者は，２の（１）のア及びイにより市に提出した書類を竣工後 1 年間保

管すること。 

（２）建設発生土および土質改良土 
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ア 建設発生土の処理については，（財）茨城県建設技術管理センター（以下「管

理センター」という。）が管理するストックヤードに搬入すること。ただし，監

督員より処理について指示がある場合は，その指示に従うこと。 

    なお，当該ストックヤードの利用の詳細は，管理センターの指示に従うこと。

また，必要となる試験等の費用は，請負者の負担とする。 

イ 土質改良土を使用する場合は，現場より発生する建設発生土を改良土プラン

トへ搬出し，土質改良を行ったうえ，土質改良土として埋め戻しに使用するこ

と。余剰建設発生土については，２の（２）のアによること。 

なお，土質改良土の品質基準は，「土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱」

によること。 

（３）リサイクル建設資材の利用 

工事に使用する資材は，リサイクル建設資材の率先利用を図るため，「茨城県リサ

イクル建設資材率先利用指針」（平成１６年９月 茨城県土木部制定）に基づき，認

定資材の利用に努めること。 

（４）残材等の処理 

工事で発生する残材等の処分については，現場での埋立て，焼却等は行わずに「廃 

棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和４５年法律第１３７号）等に基づき，適正

に処理すること。 

 

３ 資材置場及び発生土仮置場 

請負者は，工事の施工に伴い使用する資材置場及び発生土仮置場（以下「置場」

という。）は，次のとおり管理すること。 

（１）使用する置場については，関係法規を遵守すること。 

（２）施工計画書に，置場の位置図，地番，地目及び面積等を明記し，監督員に提出

すること。 

（３）置場を使用する前に，写真等により監督員に土地の状況の確認を受けること。 

（４）置場の前面に，工事用の置場であることを明記した看板を掲示し，工事件名，

工事期間，請負者名及び発注者名を併記すること。 

（５）置場の管理については，「土浦市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条 

例」（平成１６年１０月 土浦市条例第２１号）等に基づき，適正な技術基準で管

理すること。 

（６）現場が完了したら速やかに置場を使用前の状況に戻し，その状況が確認できる

写真を，竣工書類と併せて提出すること。 

 

４ 境界杭等の管理 

請負者は，工事の施工に当たり，次のとおり境界杭等を確認してから着工する
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こと。 

（１）工事箇所にある境界杭及び測量基準点等については，着工前に監督員立会いの

もと，復元できるよう必ず控えをとること。ただし，請負者において復元等の作

業ができない場合は，請負者の費用負担で測量会社等に依頼して行うこと。 

（２）境界杭等の控えの取り方については，境界が座標により確定しているものは，

座標で控えをとるものとし，それ以外はオフセット等で行うこと。ただし，精度

が要求される測量基準点の復元については，必ず測量士等の技術者が行うこと。 

（３）境界杭等が支障となる場合の撤去及び復元作業については，関係土地所有者及

び監督員立会いで行うこと。 

（４）作業結果の記録（測量手簿，精度管理表を含む。）及び写真については，速やか

に監督員に提出すること。 

 

５ 安全管理 

   請負者は，工事の施工に当たり，「土木工事安全施工技術指針」（平成１３年改

訂 建設大臣官房技術調査室監修），「建設工事公衆災害防止対策要綱」（平成５年

１月１２日 建設事務次官通達），「土木工事保安対策技術指針」（平成１８年４月

１日 茨城県土木部監修）に基づき，常に工事の安全に留意し現場管理を行い災

害防止に努め、適切に施工すること。 

（１）工事の施工に当たり，一般交通に支障を及ぼさないよう交通誘導員を適切に配

置し，安全管理に努めること。 

（２）工事用資材等の搬入搬出については，運搬車両の積載重量制限を超過（以下「過

積載」という。）して，行わないこと。また，関連業者についても，過積載を行っ

ている者，過積載を助長している者等を，使用しないこと。 

（３）工事の仮設については，現場状況を十分に把握し，安全性，経済性，構造等に

ついて，請負者の責任において十分に検討したうえで決定し，施工すること。 

（４）近接する家屋及び構造物については，必要に応じて請負者が調査を行い，調査

結果は所有者の確認を得ること。万一被害が発生した場合は，作業を一時中止し，

速やかに監督員へ報告し協議すること。            

 

６ 施工管理 

   請負者は，工事の施工に当たり，「建設工事必携」（平成３１年４月 茨城県土

木部編集）、下水道土木工事標準仕様書（平成４年４月 土浦市建設部下水道建設

課）に基づき施工すること。 

また，関係法規等を遵守し，適切な施工管理に努めること。 
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７ その他 

   工事について，疑義が生じた場合は監督員と協議し，その指示に従わなければ

ならない。
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土浦市土質改良土の使用に関する取扱要綱 

 

（趣旨）  

第１条 この要綱は，土浦市（以下「市」という。）が発注する建設工事（以

下「工事」という。）を受注した業者（以下「施工者」という。）が，工事

の施工に伴い発生する建設発生土（以下「発生土」という。）に土質改良を

加え，土質改良土（以下「改良土」という。）として再生利用する場合に，

必要な事項を定めるものとする。 

 

（改良土の用途）  

第２条 市は，改良土を埋戻材，盛土材，路床材等全ての用途で使用できる

ものとする。  

 

  （市が使用する改良土）  

 第３条 市が使用する改良土は，定置式又は移動式改良土プラントで製造さ

れものでなければならない。  

 

（原料土）  

第４条 改良土の原料土は，改良土プラントに搬入された発生土とする。  

２ 改良土プラントで使用する原料土は，第４種建設発生土以上であって，

木片，金属類，布，プラスチック，廃棄物その他の異物及びコンクリート

塊，アスファルトコンクリート塊等のガラを含まないものとする。 

３ 市は，原料土について，必要があると認めるときは，施工者に指示し，

地山状態でコーン指数を測定し，確認するものとする。  

 

（改良土の品質）  

第５条 市が使用する改良土は，第２種改良土以上であって，次の条件を満

たすものとする。  

（１）改良土の生産過程において使用する固化材は，生石灰，石灰系改良材，

セメント系改良材等の中から，対象土質等に応じたものが選定されてい

ること。また，固化材の選定及びその使用量の決定を適正に行うため，

事前に品質試験として，土質試験や配合試験が実施されていること。  

（２）最大粒径は，４０ｍｍ以下であること。  

（３）砂分と礫分との量の比率については，砂分の方が高くなければならな
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い。  

（４）ＣＢＲは，１２％以上であること。 

２ 前項第１号の品質試験は，別表の試験項目及び試験方法により実施しな

ければならない。  

    （平 20・一部改正）  

 

（使用前の確認事項） 

第６条 施工者は，改良土を使用するとするときは，あらかじめ，改良土プ

ラントで，別表に基づき実施した改良土の品質試験結果を，市に提出し，

その承認を得なければならない。 

２ 生石灰を固化材として使用した改良土は，養生期間が１  週間以上で発熱

反応が終了したことを確認した後に使用するものとする。  

    （平 20・一部改正）  

 

（改良土の保管方法） 

第７条 施工者は，改良土を仮置きする場合は，水はけの良い高台に保管し，

シート等で雨水に触れないように，覆わなければならない。  

 

（改良土の施工方法） 

第８条 改良土を使用して行う施工方法は，山砂を使用して行う工事の施工

方法に準じること。ただし，施工者は，次に定める事項に注意を払わなけ

ればならない。  

（１）湧水がある場所で改良土を使用する場合は，湧水を排除した後に使用

すること。  

（２）降雨が激しい場合には，改良土の埋め戻し並びに転圧を行わないこと。  

（３）改良土の水締めは，行わないこと。 

 （４）管渠等の埋め戻し等に使用する場合は，管上３０ｃｍまでは，最大粒

径２０ｍｍ以下の改良土で，埋め戻しを行うこと。  

 

（雑則）  

第９条 この要綱による品質試験に要する費用は，改良土プラントを設置す

る者及び施工者の負担とする。  

２ この要綱に定めるもののほか，改良土の使用に関し必要な事項について

は，市の監督職員の指示に従うこと。  
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    （平 20・繰上）  

 

付 則  

この要綱は，平成 16 年 7 月 1 日から施行する。  

付 則  

この要綱は，平成 20 年 7 月 1 日から施行する。  

付 則  

この要綱は，平成 27 年 4 月 1 日から施行する。  

付 則  

この要綱は，平成 28 年 6 月 1 日から施行する。  

付 則  

この要綱は，平成 29 年 8 月 28 日から施行する。  
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別表 改良土の品質管理基準  

    （平 20・一部改正）  

試験項目  規格値  試験方法  試験基準  

土の粒度試験  最大粒径  

４０ｍｍ以下  

（注）  

土の粒度試験方法（ふ

るい分けのみ）  

JSF T 131 

JIS A 1204 

１ １週間につき１

回以上。ただし，５

００㎥を超えるとき

は５００㎥につき１

回 の 自 主 検 査 を 行

う。  

２ 公的機関での検

査は，３ヶ月を超え

ない範囲で１回以上

行う。  

砂分≧礫分  

ＣＢＲ試験  ＣＢＲ  

１２％以上  

ＣＢＲ試験方法  

（３層６７回）  

JSF T 721 

JIS A 1211 

舗装試験法便覧  

1-4-1 

 

* ＪＳＦ：土質工学会基準  

* 細粒分：７５μｍ未満の構成分の含有率 

* 砂 分：７５μｍ以上２ｍｍ未満の構成分の含有率  

* 礫 分：２ｍｍ以上の構成分の含有率  

 

注 最大粒径は２０ｍｍ以下とすることができる。  

改良土を路床安定処理土として使用する場合は，ＣＢＲを３０％以上とす

る。  

 


